
別紙様式８

総事業費 総便益 総費用

Ｂ Ｃ

（千円） （千円） （千円） ① ② ③ ④ ⑤ ① ② ③

1 福島県 磐城森林管理署 復旧治山 山下谷 (さんげや) 398,000 620,895 359,596 1.73 ○ ○ ○ ○ ○ B - - B C A B B A A - B B C C

2 福島県 磐城森林管理署 復旧治山 高部第一 (たかべだいいち) 183,000 247,741 169,862 1.46 ○ ○ ○ ○ ○ B - - B C A B B A A - B B C C

3 福島県 棚倉森林管理署 復旧治山 大森川上流
(おおもりがわ
じょうりゅう)

119,000 422,014 111,766 3.78 ○ ○ ○ ○ ○ B B B A B A B B A A B B A B C

4 栃木県 塩那森林管理署 復旧治山 東荒川上流
(ひがしあらかわ
じょうりゅう)

24,000 58,207 23,076 2.52 ○ ○ ○ ○ ○ A B B A B A B A A A - B A C C

5 静岡県 天竜森林管理署 復旧治山 門桁沢 (かどけたさわ) 201,000 446,320 182,230 2.45 ○ ○ ○ ○ ○ B A B A A A B B B A B B A B A

6 静岡県 伊豆森林管理署 復旧治山 滑沢 (なめさわ) 163,000 235,303 153,293 1.53 ○ ○ ○ ○ ○ B B B A B A B B A A B B A B C

7 静岡県 伊豆森林管理署 復旧治山 筏場川 (いかだばがわ) 24,000 47,240 23,076 2.05 ○ ○ ○ ○ ○ B B B A B A B B A A B B A B C

8 栃木県 日光森林管理署 予防治山 久治良 (くじら) 35,000 289,315 33,099 8.74 ○ ○ ○ ○ ○ B B B B B A B A B C C B A B C

9 栃木県 塩那森林管理署 予防治山 大網 (おおあみ) 231,000 287,409 211,675 1.36 ○ ○ ○ ○ ○ A A A A B B B A B A B B B C C

10 千葉県 千葉森林管理事務所 予防治山 大森谷 (おおもりやつ) 110,000 337,211 105,027 3.21 ○ ○ ○ ○ ○ B - B B C B B A B B C B B C C

11 山梨県 山梨森林管理事務所 予防治山 上積翠寺 (かみせきそうじ) 12,000 65,759 11,538 5.70 ○ ○ ○ ○ ○ B B B B B B B A B C - B B - C

12 栃木県 日光森林管理署
特定流域総
合治山

加戸沢 (かとざわ) 249,000 777,267 223,613 3.48 ○ ○ ○ ○ ○ A B B A B B B A A A - B A B C

13 新潟県 中越森林管理署 防災林造成 上野 (うわの) 30,000 61,687 28,845 2.14 ○ ○ ○ ○ ○ B - - B B - B B A C - - A - C

14 群馬県 群馬森林管理署 水源地域整備 荷倉沢 (にくらざわ) 208,000 329,574 186,921 1.76 ○ ○ ○ ○ ○ A B A B A A B A B B B - A - C

15 新潟県
下越森林管理署

村上支署
保安林整備 大石外 (おおいしほか） 24,000 441,438 23,076 19.13 ○ ○ ○ ○ ○ B A B B B A B B - A A - A - B

16 埼玉県 埼玉森林管理事務所 保安林整備 白久 (しらく) 2,000 54,826 1,923 28.51 ○ ○ ○ ○ ○ B B B B B - A B - C B - A - C

17 千葉県 千葉森林管理事務所 保安林整備 大森 (おおもり) 14,000 353,182 13,461 26.24 ○ ○ ○ ○ ○ B B B B B - B B - C B - A - C

【記載要領】
１．治山事業、森林整備事業ごとに別葉とする。
２．事業実施主体は、事業を実施する森林管理署等の名称を記載する。
３．事業名は、治山事業にあっては、「国有林治山事業実施要領」の第３に定める事業区分を記載する。
　　森林整備事業にあっては、森林環境保全整備事業又は森林居住環境整備事業の別を記載する。
４．事業実施地区名は、運用第２の区分による。事業実施地区名には、ふりがなを付す。
５．総事業費、総便益及び総費用は、千円未満四捨五入とし千円単位で記載する。
６．分析結果は、小数点以下第３位四捨五入とし小数点以下第２位まで記載する。
７．チェックリストの各項目は、各判定基準に基づき、必須事項については「○」又は「－」を、優先配慮事項については「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」又は「－」を記載する。
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